
介護保険法 

 

第８条 この法律において｢居宅サービス｣とは、(略)、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売

をいい、｢居宅サービス事業｣とは、居宅サービスを行う事業をいう。 

１２ この法律において｢福祉用具貸与｣とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能

が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具

及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助ける

ためのものをいう。次項並びに次条第１２項及び第１３項において同じ。)のうち厚生労

働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 

１３ この法律において｢特定福祉用具販売｣とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入

浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下｢特定福祉用具｣

という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 

 

第８条の２ この法律において｢介護予防サービス｣とは、(略)、介護予防福祉用具貸与及び

特定介護予防福祉用具販売をいい、｢介護予防サービス事業｣とは、介護予防サービスを行

う事業をいう。 

１２ この法律において｢介護予防福祉用具貸与｣とは、居宅要支援者について福祉用具のう

ちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところによ

り行われる貸与をいう。 

１３ この法律において｢特定介護予防福祉用具販売｣とは、居宅要支援者について福祉用具

のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生

労働大臣が定めるもの(以下｢特定介護予防福祉用具｣という。)の政令で定めるところによ

り行われる販売をいう。 

 



介護保険法施行令  

(平成10年政令第412号) 

(福祉用具の貸与の方法等) 

第４条 法第８条第１２項若しくは第１３項又は法第８条の２第１２項若しくは第１３項に

規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第８条第

２項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第８条の２第２項に規定する

居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第８条第１２項に規定する福祉用具をいう。以下こ

の項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項

及び第４項において｢福祉用具専門相談員｣という。)から、福祉用具に関する専門的知識

に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。 

一 保健師 

二 看護師 

三 准看護師 

四 理学療法士 

五 作業療法士 

六 社会福祉士 

七 介護福祉士 

八 義肢装具士 

九 前条第１項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限

る。)                       →省令：第２２条の３１第１項 

十 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するもの

を行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第３項において｢福祉用具

専門相談員指定講習事業者｣という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項に

おいて｢福祉用具専門相談員指定講習｣という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相

談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付

を受けた者 

→省令：第２２条の３１第２項、第３項、第２２条の３３、第２２条の３２(様式第１２号) 

 

２ 前項第１０号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者

の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が

行う。 

一 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。 

二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。 

イ 前項第１０号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記

載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。 

→省令：(読替後)第２２条の２８ 



ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、

若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、１０日以内に、その

旨を都道府県知事に届け出ること。          →省令(読替後)２２条の２９ 

ハ 福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報

の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従う

こと。 

３ 都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満た

すことができなくなったと認められるときは、第１項第１０号の指定を取り消すことがで

きる。 

４ 前３項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第１項の貸与

又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

 

介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成１８年３月３１日政令第154号) 

   附 則 

(福祉用具専門相談員指定講習の指定に係る経過措置) 

第１８条 施行日前に福祉用具専門相談員指定講習(新令第３条の２第１項第10号に規定す

る福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行ってい

る者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。 
→ 告示第318号 

２ 次に掲げる者は、福祉用具専門相談員(新令第３条の２第１項に規定する福祉用具専門

相談員をいう。)とみなす。 

一 この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として都道府県

知事が公示するもの(以下この号及び次号において｢適格講習｣という。)の課程を修了し、

当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた

者 

二 この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この政令の施行後当

該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った者から当該適格講習の

課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの 


